
 

 

 

 

｢指定通所介護｣ 

重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご利用者に対して指定通所介護のサービスを提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

 

 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定さ

れた方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービ

スの利用は可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デイサービスセンター いなの里 

〒３００－２３４４ つくばみらい市長渡呂新田８４０－２ 

ＴＥＬ ０２９７－５７－１２２３ 

ＦＡＸ ０２９７－５７－１２８０ 

 

 

２０２４年８月版 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（茨城県指定 第０８７４０００１０２号） 



１．事業者 

（１）法人名    社会福祉法人 青洲会 

（２）法人所在地  茨城県土浦市神立町字前原４４３－４ 

（３）電話番号   ０２９－８３２－３５５０ 

（４）代表者氏名  理事長 平塚 利子 

（５）設立年月   平成１１年３月 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類   指定通所介護事業所・平成１２年６月３０日指定 

                      （令和２年７月１日指定更新）  

            茨城県 ０８７４０００１０２号  

            ※当事業所は特別養護老人ホーム いなの里に併設されています。 

（２）事業所の目的   指定通所介護事業所は、介護保険法令に従い、ご利用者が、その有する能

力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援す

ること、又は生活機能の維持及び向上することを目的として、ご利用者に、

通所介護サービスを提供します。 

（３）事業所の名称   デイサービスセンター いなの里 

（４）事業所の所在地  茨城県つくばみらい市長渡呂新田８４０－２ 

（５）電話番号     ０２９７－５７－１２２３ 

（６）ホームページ   http://www.inanosato.com/ 

（６）事業所長（管理者）氏名 沼尻 和博 

（７）当事業所の運営方針  在宅介護の負担軽減 

              その方個人に合わせた、個別介護サービスの提供 

（８）開設年月     平成１２年７月１日 

（９）通常の事業の実施地域  つくばみらい市・取手市・守谷市・つくば市 

（10）営業日及び営業時間 

営業日 月～土曜日・祝日 休日 日曜日・１月１日～３日 

営業時間 ８：００ ～ １８：００ 

サービス提供時間 
月～土曜日・祝日 

９：００ ～ １６：００ 

（11）利用定員    ５０ 名  



３．職員の配置状況 

当事業所では、ご利用者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員

を配置しています。 

〈主な職員の配置状況〉※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職  種 指定基準 

１．事業所長(管理者) １名 

２．介護職員  ９名以上 

３．生活相談員 ２名以上  

４．看護職員 １名以上  

５．機能訓練指導員 １名以上 

 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額を負担いただく場合 

があります。 

 

（１）介護保険の給付の対象になるサービス 

以下のサービスについては、利用料金の９割若しくは８割又は７割が介護保険から給付されます。 

 ※平成２７年８月より、一定以上の所得者として、同一世帯の第１号被保険者の年金収入＋その他

の収入の合計所得金額が単身２８０万、２人以上世帯３４６万以上の方は２割負担となります。 

 ※平成３０年８月より、一定以上の所得者として、同一世帯の第１号被保険者の年金収入＋その他

の収入の合計所得金額が単身３４０万、２人以上世帯４６３万以上の方は３割負担となります。 

〈サービスの概要〉 

① 食事（但し、食材料費・調理費等は別途いただきます。） 

・当事業所では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身体の状況及び嗜

好を考慮した食事を提供します。 

・ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事を摂っていただくことを原則としています。 

② 入浴 

・入浴又は清拭を行います。寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

③ 排泄 

・ご利用者の排泄の介助を行います。 

④ 送迎 

・送迎が必要な場合は、ご自宅と事業所との間の送迎を行います。 

 

 



⑤ 機能訓練 

・機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能

の回復またはその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑥ その他 

・通所介護計画に基づき、必要な日常生活上の支援等を行います。 

 

〈介護サービス利用料金（1 回あたり）〉 

下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額

を除いた金額（自己負担額）をお支払ください。 

 

 【サービス提供時間 ３時間以上４時間未満】                 １割負担 

ご利用者要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

通常規模型 ３７０円 ４２３円 ４７９円 ５３３円 ５８８円 

大規模型（Ⅰ） ３５８円 ４０９円 ４６２円 ５１３円 ５６８円 

大規模型（Ⅱ）  ３４５円 ３９５円 ４４６円 ４９５円 ５４９円 

 

 【サービス提供時間 ４時間以上５時間未満】 

ご利用者要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

通常規模型 ３８８円 ４４４円 ５０２円 ５６０円 ６１７円 

大規模型（Ⅰ） ３７６円 ４３０円 ４８６円 ５４１円 ５９７円 

大規模型（Ⅱ）  ３６２円 ４１４円 ４６８円 ５２１円 ５７５円 

 

 【サービス提供時間 ５時間以上６時間未満】 

ご利用者要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

通常規模型 ５７０円 ６７３円 ７７７円 ８８０円 ９８４円 

大規模型（Ⅰ） ５４４円 ６４３円 ７４３円 ８４０円 ９４０円 

大規模型（Ⅱ）  ５２５円 ６２０円 ７１５円 ８１２円 ９０７円 

 

 【サービス提供時間 ６時間以上７時間未満】 

ご利用者要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

通常規模型 ５８４円 ６８９円 ７９６円 ９０１円 １，００８円 

大規模型（Ⅰ） ５６４円 ６６７円 ７７０円 ８７１円 ９７４円 

大規模型（Ⅱ）  ５４３円 ６４１円 ７４０円 ８３９円 ９３９円 

 

 

 

 

 



 【サービス提供時間 ７時間以上８時間未満】 

ご利用者要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

通常規模型 ６５８円 ７７７円 ９００円 １，０２３円 １，１４８円 

大規模型（Ⅰ） ６２９円 ７４４円 ８６１円   ９８０円 １，０９７円 

大規模型（Ⅱ）  ６０７円 ７１６円 ８３０円   ９４６円 １，０５９円 

 

 【サービス提供時間 ８時間以上９時間未満】 

ご利用者要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

通常規模型 ６６９円 ７９１円 ９１５円 １，０４１円 １，１６８円 

大規模型（Ⅰ） ６４７円 ７６５円 ８８５円 １，００７円 １，１２７円 

大規模型（Ⅱ）  ６２３円 ７３７円 ８５２円   ９７０円 １，０８６円 

 ※２割・３割負担の料金については別紙をご参照ください 

 

前年度の１月当たりの平均利用延人員数によって報酬区分が変わります。 

３００人を超え７５０人以内の場合 ・・・ 通常規模型事業所 

７５０人を超え９００人以内の場合 ・・・ 大規模型事業所（Ⅰ） 

９００人を超える場合       ・・・ 大規模型事業所（Ⅱ） 

※ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払い

いただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償

還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとな

る場合、保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付し

ます。 

☆ ご利用者に提供する食事の材料に係る費用及び調理費等は別途いただきます。 

（下記（２）②・③参照） 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更

します。 

☆ 前頁介護保険一部負担額に含まれていない加算・減算（条件に当てはまった際に算定します。） 

加算名 単位数 概要 

時間延長サービス加算 ５０円 ９時間以上１０時間未満 

１００円 １０時間以上１１時間未満 

１５０円 １１時間以上１２時間未満 

２００円 １２時間以上１３時間未満 

２５０円 １３時間以上１４時間未満 

入浴介助加算 （Ⅰ） 

４０円／日 

① 入浴介助を適切に行う事ができる人員及び設備を有し

て、入浴介助を行う場合。 

② 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修

等を行っている場合。 

（Ⅱ） 

 ５５円／日 

① 入浴介助を適切に行う事ができる人員及び設備 

を有して、入浴介助を行う場合。 



② 医師等がご利用者の居宅を訪問し、浴室の環境 

   等を評価した結果、ご利用者自身又はご家族の 

介助により入浴を行う事が難しい環境にある場 

合、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連 

携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の環 

境整備に係る助言を行っている場合。 

③ 機能訓練指導員等が共同して、ご利用者の居宅 

を訪問した医師等と連携の下で、身体の状況や 

居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画 

を作成し、当該計画に基づき、ご利用者の居宅の状況

に近い環境にて入浴介助を行っている場合。 

④ 介護職員が訪問し、医師等の指示のもと情報通信機器 

  等を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言す 

  る場合。 

個別機能訓練加算 （Ⅰ）イ 

５６円／日 

① 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を

１名以上配置している場合。 

② 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員そ

の他の職種の者が共同して、ご利用者ごとに個別機能

訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能

訓練を行っている場合。 

③ 個別機能訓練計画作成にあたっては、ご利用者の心身

の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的

とする機能訓練の項目を柔軟に設定し、その実施にあ

たっては、５人程度以下の小集団又は個別で行ってい

る場合。 

④ 機能訓練指導員等がご利用者の居宅を訪問した上で個

別機能訓練計画を作成し、その後３月ごとに１回以上

ご利用者の居宅を訪問の上、機能訓練の内容と計画の

進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し

を行っている場合。 

（Ⅰ）ロ 

７６円／日 

（Ⅰ）イの要件に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従

事する理学療法士等を１名以上配置（配置時間の定めなし）

している場合。 

（Ⅱ） 

２０円／月 

個別機能訓練加算（Ⅰ）に加えて、個別機能訓練計画等の

内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けている

場合。 

栄養アセスメント加算 ５０円／月 

口腔・栄養スクリ

ーニング加算（Ⅰ）

及び栄養改善加算

① 管理栄養士を１名以上配置している場合。 

② ご利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、

生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメ

ントを実施し、ご利用者またはご家族に対して結果を



を算定している場

合は算定不可 

説明し、必要に応じて相談等に対応している場合。 

③ ご利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省 

に提出し、栄養管理の適切かつ有効な実施のた 

めに必要な情報を活用している場合。 

栄養改善加算 ２００円／回 

月２回まで 

① 管理栄養士を１名以上配置している場合。 

 

② 低栄養状態等のご利用者に対して、計画を作成し改善

に向けてサービスを行なうとともに、栄養状態を定期

的に記録している場合。 

③ ご利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評

価している場合。 

④ 必要に応じ居宅を訪問している場合。 

口腔機能向上加算 （Ⅰ） 

１５０円／回 

３月以内 

月２回まで 

① 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以 

上配置している場合。 

② ご利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言 

語聴覚士等が共同して、個別の口腔機能改善管 

理指導計画を作成しサービスを行っているとと 

もに、計画の進捗状況を定期的に記録している 

場合。 

（Ⅱ） 

１６０円／回 

３月以内 

月２回まで 

口腔機能向上加算（Ⅰ）の取組に加え、口腔機能改善管理

指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の適切

かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合。 

中重度者ケア体制加算 ４５円／日 ① 指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加

え、介護職員又は看護職員を常勤換算方法で２名以上

確保している場合。 

② 前年度又は算定日が属する月の前３月間のご利用者の

総数のうち、要介護３以上のご利用者の占める割合が

３０％以上の場合。 

③ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通

所介護の提供に当たる看護職員を１名以上確保してい

る場合。 

認知症加算 ６０円／日 ① 指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加

え、介護職員又は看護職員を常勤換算方法で２名以上

確保している場合。 

② 前年度又は算定日が属する月の前３月間のご利用者の

総数のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の

ご利用者の占める割合が１５％以上の場合。 

③ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通

所介護の提供に当たる認知症介護指導研修、認知症介



護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修等を終了

した者及び専門性の高い看護師を１名以上確保してい

る場合。 

④ 従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術

的指導に係る会議を定期的に開催している場合。 

若年性認知症利用者受入

加算 

６０円／日 受け入れた若年性利用者ごとに個別の担当者を定めている

場合。 

※認知症加算を算定している場合は、算定しない。 

生活機能向上連携加算 

 

（Ⅰ） 

１００円／月 

３月に１回を限度 

訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又は

リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療

法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築

し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向

上を目的とした個別機能訓練計画を作成している場合。 

（Ⅱ） 

２００円／月 

個別機能訓練加算

を算定している場

合は１００円／月 

訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又は

リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療

法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が、通所介護事業所

を訪問して行う場合。 

ADL 維持等加算 （Ⅰ） 

３０円／月 

評価対象利用期間が６月を超えるご利用者について、以下

の要件を満たした場合 

① 総数が１０名以上である場合。 

② 全員について、利用開始月と当該月の翌月から 

起算して６月目において、Barthel Index（ADL の評価

にあたり、１０項目を１００点満点として評価するも

の）を適切に評価できる者が ADL 値を測定し、測定日

の属する月ごとに厚生労働省へ提出している場合。 

③ 利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定した

ADL 値から利用開始時に測定した ADL 値を控除し、

初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加え

て得た値（調整済 ADL 利得）について、上位及び下位

それぞれ１割の方を除いたご利用者の調整済ADL利得

の平均が１以上である場合。 

（Ⅱ） 

６０円／月 

ADL 維持等加算（Ⅰ）の①②の要件を満たし、③について

は、平均が３以上である場合。 

口腔・栄養 

スクリーニング加算 

（Ⅰ） 

２０円／回 

６月に１回を限度 

ご利用者に対し、利用開始時及び利用中６か月ごとに口腔

の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を

介護支援専門員に提供している場合。 

（Ⅱ） 

５円／回 

６月に１回を限度 

栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定しているご利用者

に対して、健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、

当該情報を介護支援専門員に提供している場合。 



送迎減算 ▲４７円／片道 ご利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間

の送迎を行わない場合。 

高齢者虐待防止措置 

未実施減算 

所定単位数から 

▲１％ 

虐待の発生又は再発を防止するための以下の措置が講じら

れていない場合。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開

催するとともに、その結果について従業者に周知徹底

を図ること。 

② 虐待防止のための指針を整備すること。 

③ 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施

すること。 

④ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

業務継続計画未実施減算 所定単位数から 

▲１％ 

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサー

ビスの提供を継続的に実施するための計画、及び非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計画を策定していない

場合。 

サービス提供体制強化 

加算 

（Ⅰ） 

２２円／回 

以下のいずれかに該当する場合 

① 介護福祉士が７０％以上配置されている場合。 

② 勤続１０年以上の介護福祉士が２５％以上配置されて

いる場合。 

（Ⅱ） 

１８円／回 

介護福祉士が５０％以上配置されている場合。 

 

（Ⅲ） 

６円／回 

以下のいずれかに該当する場合 

① 介護福祉士が４０％以上配置されている場合。 

② 勤続年数７年以上の者が３０％以上配置されている場

合。 

科学的介護推進体制加算 ４０円／月 ① ご利用者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症

の状況等の情報を、厚生労働省に少なくとも３月に１

回提出している場合。 

② 必要に応じてサービス計画を見直すなど、上記の情報

その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要

な情報を活用している場合。 

介護職員等処遇改善加算 （Ⅱ） 

所定単位数× 

９％ 

（小数点以下 

   四捨五入） 

右記の要件を満た

した場合算定。 

① 月給による賃金改善を実施していること。 

② 旧ベースアップ等加算相当の賃金改善を実施している

こと。 

③ 任用要件・賃金体系の整備を行っていること。 

④ 継続的に研修を実施していること。 

⑤ 昇給の仕組みの整備を行っていること。 

⑥ 改善後の年額賃金について一定の基準を満たしている

こと。 

 



⑦ 職場環境について、以下のいずれか２つ以上の取り組

みを行っていること。 

a.入職促進に向けた取り組み 

b.資質の向上やキャリアアップに向けた支援 

c.両立支援・多様な働き方の推進 

d.腰痛を含む心身の健康管理 

e.生産性向上のための業務改善の取り組み 

f.やりがい・働きがいの醸成 

 

☆ 施設の地域区分が７級地となり、一部負担額へ１０．１４円を乗じたうちの１割若しくは２割又

は３割が自己負担額となります。（１円未満切捨て） 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額が自己負担となります。 

〈サービスの概要と利用料金〉 

① デイサービスセット（連絡ファイル・連絡袋・名札等、初回時のみ） 

３００円（連絡ファイル・連絡袋の交換・紛失等にも各１００円がかかります。） 

② 食材料費 

ご利用者に提供する食事の材料にかかる費用です。 

料金：昼食（おやつ込１食あたり）  ５００円 

③ 調理費等 

ご利用者に提供する食事の提供にかかる費用です。 

料金：昼食（おやつ込１食あたり）  ２００円 

※上記（②・③）以外の特別な食事にかかる食材料費、調理費等については別途実費にてご負担

頂きます。 

④ 喫茶店 

ご利用内容を実費請求させていただきます。 

⑤ 手工芸・園芸等のクラブ活動費及び材料費 

ご利用者の希望により手工芸・園芸クラブ等に参加していただくことができます。費用等

は実費となります。 

⑥ 日常生活用品費 

日常生活品については持ち込んでいただいて結構です。ご契約者からの希望により利用した場

合については、次のとおりその費用をご負担いただきます。 

１）口腔ケアにかかる用品費 

ⅰ．歯磨きセット   １８０円／回 

ⅱ．入れ歯洗浄剤等  ３０円／回 

２）髭剃り（Ｔ字・電気シェーバー）使用料 

ⅰ．Ｔ字髭剃り    ５０円／回 

ⅱ．電気シェーバー  ５０円／回（ネット・替え刃等含む） 

 



３）日常消耗品（リンス、シャンプー、ボディソープ、洗顔石鹸、その他必要な消耗品・物品

などを含む）は施設でご用意させて頂いているもの以外をご希望の場合は、別途実費負担

となります。 

⑦ 理髪代 

理髪店等の出張による理髪サービス（移動美容室：実費） 

⑧ 文書発行・手続代行等手数料 

法令上、施設が義務化されているもの以外の各種文書発行、各種行政手続等代行手数料、

又は領収証の再発行：１件１，０００円 

⑨ 複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とす

る場合には実費をご負担いただきます。複写料金：２０円／枚 

⑩ 行事参加費 

実費負担となります。（施設外行事交通費・入場料等） 

⑪ オムツ代 

尿取りパット １００円 

紙おむつ   １５０円 

紙パンツ   １５０円 

⑫ 衣服代 

衣服については、各自で着替え等をご用意していただきます。 

やむを得ない理由により貸服をご利用になる場合は実費負担となります。 

⑬ 通常の事業実施地域外への送迎 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合

は、お住まいと事業実施地域内との間の送迎費用として、下記料金をいただきます。 

５０円／ｋｍ 

☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあ 

   ります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う１か月前までに 

         ご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払方法 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、以下のいずれかの方

法でお支払い下さい。（１ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計

算した金額とします。） 

ア．ゆうちょ銀行（郵便局）による自動振替（毎月２５日に引落し） 

イ．上記以外の金融機関による自動振替（毎月２７日に引落し） 

ウ．下記指定口座への振り込み 

常陽銀行  伊奈支店 普通預金  １１９３２２８ 

☆ ご契約者によるサービス料金の支払いが、２ヶ月以上遅延し相当期間定めた催告にもかかわら 

   ずお支払いがされなかった時、契約を解除させて頂く場合があります。 

☆ 引落しの手続きにはお時間がかかる場合がございます。お手続き完了までは振込にてお支払い 

   ください。 



（４）利用の中止、変更、追加 

○ 利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしく 

   は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日ま 

   でに事業者に申し出てください。 

○ 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消 

   料として下記の料金をお支払いただく場合があります。但しご利用者の体調不良等正当な事由 

   がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 
当日の利用料金の１０％ 

（自己負担相当額） 

○ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況によりご利用者の希望する期 

   間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

○ 事業所からの申し出により利用を中止する場合 

   契約者またはその親族が、５.禁止行為に違反する行為をした場合。 

   その他、契約上の違反が生じ、事業者と利用者との間の信頼関係が保てなくなった場合。 

 

５．禁止行為 

    利用者及びご家族ら関係者の次の各号に該当する行為を禁止し、同行為があった場合には、警

察・弁護士等に連絡のうえ、契約の解除を含む適切な対処をなします。 

1. 従業者又は他の利用者に対する、プライバシー侵害・ハラスメント・誹謗中傷その他の迷

惑行為 

2. 従業者及び他の利用者に対する暴力・威迫・威嚇行為、強要等の身体的暴力や、暴言・侮

辱、人格を否定する発言、脅迫的発言、差別的言動を含む精神的暴力 

3. 従業者らの勤務時間外や公休日での連絡の強要、事業所以外の場所への呼び出し、担当の

強要・合理的理由なき拒絶 

4. 介護保険上に定められたサービス種類以外の支援など特別対応の要求、実現不可能な要求、

金品の要求、その他内容もしくは態様が社会通念上相当程度を超える要求 

5. 合理的理由のない謝罪や処罰の要求、同じ要望やクレームの過剰な繰り返し等による長時

間の拘束行為、執拗な問い合わせといった過大な要求 

6. 従業者又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行う

こと 

7. その他、社会通念上相当な範囲を超える行為 

 

６．緊急時等の対応について 

サービス提供時に利用者の病変等その他緊急事態が生じた場合、速やかに家族・主治の医師等

に連絡するなどの措置を講ずるとともに、管理者へ報告をする。 

 

 



７．非常災害対策 

  事業所は非常災害に関する具体的な計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため定期 

     的に避難誘導その他必要な訓練を行うものとする。訓練の実施については少なくとも年２回 

   以上行うものとする。 

 

８．苦情処理について 

   提供した通所介護に関するご利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付 

   窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、ご利用者又はご家族に対する 

   説明、記録の整備、その他必要措置を講ずるものとする。 

 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口（担当者） 松丸 留美子 

電話番号：０２９７－５７－１２２３ 

○受付時間   毎週 月曜日～土曜日 ９：００～１８：００ 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

つくばみらい市役所 

介護福祉課 

所在地 ：つくばみらい市福田１９５ 

電話番号：０２９７－５８－２１１１ 

国民健康保険団体連合会 
所在地 ：水戸市笠原町９７８番地２６ 

電話番号：０２９－３０１－１５６５ 

茨城県社会福祉協議会 
所在地 ：水戸市千波町１９１８番地 

電話番号：０２９－２４１－１１３３ 

 

９．個人情報の保護について 

○ご利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」等を遵守し適切な取り扱いに努め

るものとする。 

 ○ご利用者の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に使用しないものと 

  し、外部への情報提供については必要に応じてご利用者又はその代理人の了承を得るものとする。 

 

１０．虐待防止に関する事項について 

 ○ご利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、従業者に対する研修の実施、ご利用者及びご家族

からの苦情処理体制の整備等の必要な措置を講ずるものとする。 

 ○サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見し 

  た場合は、速やかに市町村に通報するものとする。 



１１．介護サービス情報の公表 

介護保険は「利用者本位」「高齢者の自立支援」｢利用者による選択（自己決定）｣を基本理念と

しております。介護サービス情報の公表は、こうした介護保険の基本理念を現実のサービス利用

場面において実現することを支援するしくみです。 

･  地域にあるすべての事業所について、同じ項目を比較・検討できます。 

･  公表される情報はすべて、いつでも誰でも自由に入手することができます。 

･  家族をはじめ、介護支援専門員や介護相談員などと同じ情報を共有でき、サービス利用のお

ける相談がしやすくなります。 

･  事業所が公表している情報と、実際のサービス利用場面で行なわれる事実比較できるので、

利用しているサービスの状況がいつでも確認できます。 

･  中立性・公平性、調査の均質性を確保するため、都道府県（またはその指定機関等）が実施 

   主体となります。 

･  情報公表アクセス先 

http://www.kaigokouhyou.jp/kaigosip/Top.do?PCD=08 

 

１２．サービスの第三者評価の実施状況について 

  事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行って 

  います。 

第三者による評価

の実施状況 

１ あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり   ２ なし 

２ なし 

http://www.kaigokouhyou.jp/kaigosip/Top.do?PCD=08


  年  月  日 

 

 

指定通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いまし

た。 

 

デイサービスセンター いなの里 

説明者氏名                  ㊞ 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービスの提

供開始に同意しました。 

 

ご利用者住所 

氏   名                ㊞ 

 

ご契約者住所 

氏   名                ㊞ 

 

 

 

※この重要事項説明書は、厚生労働省令の規程に基づき利用申込者またはその家族

への重要事項説明のために作成したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


